
三重県立熊野古道センター条例設置根拠条例等

設置目的

平成１６年７月、ユネスコ（国連教育科学文化機関）の世界遺産に登録された「紀伊山
地の霊場と参詣道」のうち、熊野古道に関する歴史、自然及び文化等を紹介するととも
に、熊野古道やその周辺地域に関する活動及び交流の場の提供などを行うことにより、
もって地域の振興に寄与することを目的として設置した。

敷地面積 ３８，８６３．４５㎡

開設年月 平成１９年２月開設

施設の概要

施
設
の
概
要

名称 三重県立熊野古道センター

所在地 三重県尾鷲市大字向井字村島１２番外

建物規模（規模・構造等）
展示棟： 木造平屋建て（約８５３㎡）、多目的交流棟：木造平屋建て（約８５３㎡）、研究
収蔵棟：鉄筋コンクリート平屋建て（約５３２㎡）

延床面積 約２，２３８㎡


